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視
点
・
論
点
①

ソ
マ
リ
ア
海
賊
対
策
を
掲
げ
た
海
自
派
兵
を
止
め
よ
う	

国
富
建
治

　

麻
生
政
権
は
、
自
民
・
公
明
両
与
党
の
「
海
賊
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
の
合

意
を
受
け
て
、
自
衛
隊
法
の
「
海
上
警
備
行
動
」
条
項
を
適
用
し
て
、
海
上
自
衛
隊
を

ソ
マ
リ
ア
沖
「
海
賊
対
策
」
に
派
兵
す
る
た
め
に
、
一
月
二
七
日
、
海
自
へ
の
「
準
備
」

指
示
を
出
し
た
。

　
「
海
上
警
備
行
動
」
に
よ
る
自
衛
隊
の
出
動
は
、
こ
れ
ま
で
二
度
し
か
な
い
。

一
九
九
九
年
の
「
能
登
沖
不
審
船
事
件
」
と
二
〇
〇
四
年
の
沖
縄
・
先
島
諸
島
沖
の
中

国
原
潜
に
よ
る
「
領
海
侵
犯
」
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
日
本

近
海
の
「
領
海
侵
犯
」
事
例
で
あ
っ
て
、
ソ
マ
リ
ア
沖
の
よ
う
に
日
本
か
ら
一
万
キ
ロ

も
離
れ
た
海
域
へ
の
出
動
は
、法
の「
想
定
外
」で
あ
る
。し
か
も
こ
の「
海
上
警
備
行
動
」

で
の「
保
護
対
象
」も
拡
大
し
、「
日
本
船
」だ
け
で
は
な
く「
日
本
の
貨
物
」を
積
載
し
、

「
日
本
人
が
乗
っ
て
い
る
」
外
国
船
を
も
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
武
器

使
用
の
基
準
」
も
従
来
の
「
正
当
防
衛
」
の
枠
組
み
を
大
き
く
踏
み
越
え
、
た
と
え
ば

昨
年
一
一
月
に
起
き
た
英
海
軍
が
銃
撃
戦
で
二
人
の
海
賊
を
射
殺
し
た
ケ
ー
ス
や
、
イ

ン
ド
海
軍
が
海
賊
に
乗
っ
取
ら
れ
た
タ
イ
の
ト
ロ
ー
ル
船
を
停
船
命
令
違
反
と
し
て
撃

沈
し
た
ケ
ー
ス
も
、
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
加
え
ら
れ
る
と
い
う
案
が
与
党
Ｐ
Ｔ
の
中
で

浮
上
し
た
。

　

一
月
二
〇
日
の
Ｐ
Ｔ
中
間
と
り
ま
と
め
案
で
は
、
武
器
使
用
基
準
に
つ
い
て
は
「
警

職
法
第
七
条
（
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
）
に
よ
り
対
処
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的

に
は
「
関
係
省
庁
が
必
要
な
協
力
を
行
い
、
防
衛
庁
が
作
成
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

拡
大
適
用
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
海
賊
」
に
対
す
る
司
法
手
続
き
は
同

乗
し
た
海
上
保
安
官
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
軍
事
行
動
と
警
察
行
動
の
文
字
通

り
の
一
体
化
だ
。
し
か
も
こ
の
「
海
上
警
備
活
動
」
と
い
う
自
衛
隊
海
外
派
兵
に
対
し

て
は
発
令
の
段
階
で
国
会
報
告
を
す
れ
ば
い
い
だ
け
で
あ
り
、
事
前
の
承
認
は
必
要
と

さ
れ
て
い
な
い
。
事
実
上
の
超
法
規
的
な
海
外
派
兵
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
政
府
・
与

党
は
「
海
賊
派
兵
」
法
案
を
新
た
に
作
成
し
三
月
に
も
国
会
に
上
程
す
る
と
い
う
。
そ

れ
ま
で
の
「
つ
な
ぎ
」
が
こ
の
「
海
上
警
備
活
動
に
よ
る
派
兵
」
措
置
な
の
だ
。

　

な
ぜ
政
府
・
与
党
は
「
ソ
マ
リ
ア
『
海
賊
』
派
兵
」
を
急
い
で
い
る
の
か
。
そ
れ
は

ア
フ
ガ
ン
で
の
「
対
テ
ロ
」
戦
争
に
比
重
を
移
し
た
オ
バ
マ
米
政
権
に
対
し
て
日
本
の

支
援
継
続
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
で
あ
り
、
中
国
の
ソ
マ
リ
ア
派
兵
に
「
遅
れ
を
と
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
い
う
危
機
意
識
か
ら
だ
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（「
毎
日
新
聞
」

一
月
二
五
日
）。
ま
た
二
〇
〇
七
年
一
一
月
に
旧
テ
ロ
特
措
法
の
期
限
切
れ
に
よ
り
海

上
自
衛
隊
が
一
時
的
に
イ
ン
ド
洋
か
ら
撤
収
し
た
際
、「
外
国
海
軍
担
当
者
」（
お
そ
ら

く
米
軍
）
か
ら
「
何
も
し
な
い
と
い
う
の
は
国
際
的
に
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
海

賊
対
処
の
た
め
の
派
遣
に
し
て
は
ど
う
か
」
と
提
案
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
（
海
自
派
兵
部
隊
の
「
協
力
支
援
等
実
施
報
告
」）。

　

す
な
わ
ち
「
海
賊
派
兵
」
が
米
国
の
「
対
テ
ロ
」
戦
略
の
一
環
で
も
あ
る
こ
と
が
こ

こ
で
も
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

国
連
安
保
理
は
昨
年
一
二
月
一
六
日
に
「
海
賊
」
の
陸
上
拠
点
へ
の
軍
事
攻
撃
を
容

認
す
る
決
議
１
８
５
１
を
採
択
し
た
。
し
か
し
ソ
マ
リ
ア
「
海
賊
」
問
題
が
一
九
九
一

年
に
始
ま
っ
た
ソ
マ
リ
ア
内
戦
へ
の
国
連
に
よ
る
介
入
の
大
失
敗
に
大
き
な
要
因
が
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
部
隊
は
、
事
実
上
ソ
マ
リ
ア
で
の
「
軍

閥
」
勢
力
と
変
わ
ら
ぬ
軍
事
行
動
に
よ
り
多
く
の
人
び
と
を
殺
し
、
ソ
マ
リ
ア
社
会
の

自
主
的
・
平
和
的
再
建
の
努
力
を
妨
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
ソ
マ
リ
ア
の
「
無
政
府
」

状
態
を
作
り
出
し
た
責
任
が
あ
る
。「
海
賊
」
の
横
行
は
こ
の
ソ
マ
リ
ア
社
会
へ
の
外

国
か
ら
の
介
入
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
。
私
た
ち
は
、
こ
の
ソ
マ
リ
ア
へ
の
自
衛
隊
派

兵
が
自
民
・
民
主
の
与
野
党
連
携
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
強
く
反
対
す
る
。

そ
し
て
「
海
賊
」
対
策
を
掲
げ
た
派
兵
を
通
じ
て
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
踏
み
出
し
、

派
兵
恒
久
法
、
憲
法
改
悪
の
流
れ
が
加
速
さ
れ
る
こ
と
に
Ｎ
Ｏ
！
の
声
を
広
げ
て
い
こ

う
。「
海
上
警
備
行
動
」
に
よ
る
派
兵
を
許
す
な
！　

海
賊
対
策
新
法
の
制
定
を
許
す

な
！　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
く
に
と
み
・
け
ん
じ
／
反
安
保
実
）




